令和８年度旅館業事業継続計画策定支援事業等委託業務（津波等防災対策セミナー実施委託業務）
仕様書

１　業務の名称
　　令和８年度旅館業事業継続計画策定支援事業等委託業務（津波等防災対策セミナー実施委託業務）

２　目的
　　高知県内の旅館・ホテル及び観光施設において、南海トラフ地震発生時の観光客を含む利用客への情報伝達や避難誘導の方法について学ぶことで、安全・安心を宿泊客へ提供できる体制を整えるとともに、南海トラフ地震発生時の初動対応の向上を図る。

３　委託期間
　　委託契約締結日（令和８年度契約日）　～　令和９年３月31日（水）

４　見積限度額
　　2,576,000円（消費税額及び地方消費税額を含む。）

５　委託業務内容
　　次のセミナー等を実施すること。
（１）セミナーの内容
　　ア　講演（120分程度）
　下記①②を基本として、各事業者が災害時対応マニュアル及びBCPを策定する動機付けとなる講演を開催すること。なお、内容については、講師と打ち合わせのうえ、事前に高知県に協議を行うこと。
      ①被災事業者講演
高知県内の旅館・ホテル等事業者を対象に、被災経験のある旅館・ホテル等事業者から
被災時の実体験等について講演を行うこととし、その時間は約60分（質疑応答含む）とする。
　　　②簡易版様式（宿泊施設向け及び観光施設向け）を活用した災害時対応マニュアル及びBCPの策定講座
　　　　　高知県内の旅館・ホテル等事業者を対象に、簡易版様式を活用した災害時対応マニュアル及びBCPの策定に向けた講座を行うこととし、その時間は約60分とする。
なお、講師の選定と講座内容については高知県が直接講師と調整を行い、別途受託者に指示するものとする。
　　イ　資料の調整・準備等
　　　　　①の講演資料について、セミナーの趣旨に沿った内容となるよう講師と調整し、事前に高知県の確認を受けたうえで、準備（印刷や当日の会場投影など含む）すること。
　　　　②の講座資料については、高知県が講師と直接調整を行い、別途受託者に提示するので、
その資料を当日に向けて準備すること。
　　ウ　実施期間
　　　　旅館・ホテル等事業者の繁忙期を避け、多くの参加が見込める日程を調整することとし、詳細は高知県と協議のうえ決定すること。
　　エ　会場
高知県内中部地域で１回の実施とし、オンライン配信も併用すること。会場は、公共交通機関での来場が可能であり、駐車場を有する又は駐車場が近隣にある会場を確保すること。
また、開催終了後のアーカイブ配信も行うこと。
　　オ　講師
（ア）セミナー講師の選定及び依頼を行うこと。
①の講演の講師については、過去に経営又は勤務している旅館・ホテルにおける被災経験がある者とし、高知県の了承を受けること。なお、②の講座の講師は、高知県が選定し、受託者に通知する。
（イ）講演及び資料の調整、講師料の支払、その他、セミナー実施にあたり、セミナー講師との調整を行うこと。なお②については、別途県から指示する範囲で調整を行うこと。
（２）打合せに関すること
[bookmark: _GoBack]セミナー等の実施について、高知県と、セミナー受講者の募集前、セミナー開催前、セミナー後に、それぞれ必要回数の打合せを行うこと。
（３）セミナー受講者の募集等について
　　　高知県内の市町村（観光部局）、旅館・ホテル事業者（具体的には高知県から別途示す。（令和８年３月末時点603事業者程度を想定））及び観光施設（具体的には高知県から別途示す。（64施設程度を想定））に対して、セミナーの開催を案内するチラシを作成し送付するとともに、創意工夫のうえ参加者募集を行い、セミナー受講者を確保すること。
受講者数はオンライン受講も含めて、100事業者を目指すこと。
（４）セミナー受講の問合せ、申込受付、受講の決定等に関すること
　　ア　問合せへの対応
　　　　受講希望者の問い合わせに対応するための窓口を設置し、電話やメール等により対応すること。
　　イ　セミナーの申込受付
　　　　メール又はFAX等により、セミナーの申込を受け付けること。
また、申込者のリストを作成し、管理すること。
　　ウ　セミナー受講の可否の決定・通知
　　　　受講希望者に対してセミナー受講の可否を通知すること。
　　　　なお、受講可能な人数の上限を超える応募があった場合のセミナー受講の可否については、事前に高知県と協議のうえで決定すること。
（５）セミナーの実施に関すること
　　ア　セミナー当日の運営
　　（ア）セミナー当日の進行、資料準備、会場設営、出欠管理等を行うこと。
（イ）天災等でセミナーの開催が困難な場合は、高知県と協議のうえで、代替の日程で会場を確保し、セミナーを実施すること。また、その際、セミナー受講者へ周知を行うこと。
イ　セミナー受講者へのアンケート
セミナー受講者を対象に、セミナー全般に対するアンケートを実施し、回答を整理して県へデータを提出すること。なお、アンケートの内容については、事前に高知県と協議すること。
（６）著作権に関すること
セミナーのアーカイブ映像に係る著作権は、高知県へ帰属するものとする。
（７）その他
ア　セミナー受講者に対し、 セミナーに関する諸連絡を行うこと。
イ　受託業務に係る実績報告書（紙２部、データ（CD-R）１部）を提出すること。
実績報告書には本セミナー実績にかかる収支の実績を記載すること。

６　業務の執行体制の確保
　　受託者は、本業務に必要な人員を配置し、責任者及び副責任者を明らかにするとともに、責任者及び事務担当者等の業務所掌範囲についても明らかにすること。

７　留意事項
（１）受託者は、本業務の運営上取り扱う個人情報を、契約書に定める個人情報取扱特記事項、特定個人情報等取扱特記事項及び関係法令その他の社会的規範に基づき適切に管理しなければならない。
なお、本業務の実施に関して知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。
（２）本業務により得られた成果は、高知県に帰属するものとする。
（３）本業務の実施にあたり、第三者の著作物を利用する場合は、該当著作権の許諾を得ること。
（４）受託者は本業務の一部を委託することができるが、その場合は、再委託先ごとの本業務の内容、実施の体系図及び工程表、再委託先の概要及びその体制と責任者を明記したものを事前に書面で協議し、高知県の承諾を得なければならない。
（５）契約の締結、本業務の履行に関して必要な費用は、特段の定めがない限り、すべて受託者の負担とする。
（６）本業務の実施に当たっては、進捗状況を適宜報告し、高知県及び各関係機関等との連絡調整を十分に図ること。
（７）不測の事態が発生した場合や、事業計画等に重要な変更が生じる場合は、速やかに高知県に報告し、協議を行うこと。
（８）本業務の実施にあたって疑義が生じた事項及び本仕様書に定めがない項目については、高知県と受託者が協議すること。
